
消 防 予 第 ４ ４ ９ 号  

平成２４年１２月２８日  

 

各都道府県消防防災主管部長 殿 

東京消防庁・各指定都市消防長 殿 

 

消 防 庁 予 防 課 長   

（ 公 印 省 略 ）   

 

 

「消防法改正等に関する説明・意見交換会」の開催について（通知） 

 

 

本年６月に「消防法の一部を改正する法律」（平成２４年法律第３８号）が公布さ

れ、火災被害の軽減に向けて火災予防対策の実効性の向上を図るため、雑居ビル等に

おける防火・防災管理体制の拡充や、火災原因と疑われる製品の製造事業者等に対す

る資料提出命令権を消防機関に付与するなどの改正が行われたところです。 

また、本年５月に発生した広島県福山市ホテル火災を受け、ホテル火災対策検討部

会において取りまとめられた中間報告の提言を踏まえ、立入検査や違反処理の推進、

新たな表示制度の導入等、具体的な対策の実施を予定しているところです。 

つきましては、これらの制度等の円滑な運用を図るため、全国の消防本部を対象に

下記のとおり説明・意見交換会を開催することとしましたので、公務御多用の折誠に

恐縮ですが、本事業の趣旨を御理解の上、対象職員の出席につきまして御配意いただ

きますようお願いいたします。 

貴職におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組

合及び広域連合を含む。）に対してこの旨周知されるようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 目 的 

  消防法改正等に係る制度等の円滑な運用を図るため 

 

２ 開催日時及び開催場所 

  別添１のとおり 

 

３ 出席者 

 ⑴ 各都道府県 

   １名 

 ⑵ 各消防本部 

   ２名以内（消防本部の予防業務を担当する課長級職員等） 

※ 業務の都合等により出席が困難な場合は、代理の方が出席されても構いま

せん。 

 

 



４ 内 容 

 ⑴ 消防法の一部改正法及びこれに伴う政省令改正概要、運用について 

⑵ ホテル火災対策検討部会中間報告について 

⑶ 新たな表示制度の概要について 

⑷ 立入検査標準マニュアル及び違反是正標準マニュアルの改訂について 

 ⑸ その他 

 

５ 出席者等調査 

 ⑴ 消防本部（東京消防庁・各指定都市消防本部を含む。） 

   別添２「出席者等調査票」（※別途メールで電子ファイルを送付します。）に必

要事項を入力の上、都道府県消防防災主管部まで回答願います。 

 ⑵ 都道府県 

  ア 都道府県内における各消防本部からの回答をひとつのシートに取りまとめ、

電子データにより消防庁予防課担当へ回答願います。 

  イ その際、ファイル名は「○○県」とし、送付願います。 

 

６ その他 

 ⑴ 説明会の終了時刻については、進行状況により前後する場合がありますので、

あらかじめ御了承願います。 

 ⑵ 説明会の出席に係る旅費については、各消防本部において手当をお願いいたし

ます。 

 ⑶ 会場の収容人員等の都合により、別添１の各開催都市における出席消防本部は、

原則として、参加都道府県の欄に該当する消防本部等とします。 

   なお、業務の都合上等で他の開催地を希望する場合は、別添２に開催都市を記

入していただくようお願いします（会場の都合上、御希望に沿えることができな

い場合がありますので、御承知おきください。）。 

 

 

【連絡先】 

消防庁予防課 齋藤、亀山 

TEL:03-5253-7523  FAX:03-5253-7533 

E-mail:a.kameyama@soumu.go.jp 



 

開催日時及び開催場所 

 

地区 開催都市 開催日時 参加都道府県（本部数） 開催場所 

北海道 

①札幌市 
2 月 12 日（火） 

14 時～16 時 30 分

道北地区(12)、道央地区(21)、

道西地区(7)、道南地区(9) 

札幌市民ホール 第１・第２会議室

札幌市中央区北 1条西 1丁目 

②釧路市 
2 月 13 日（水） 

14 時～16 時 30 分
道東地区(17) 

釧路市消防本部 屋内訓練場 

釧路市南浜町 4番 8号 

東北 

③仙台市 
2 月 27 日（水） 

13 時～16 時 

青森県(14)、秋田県(13)、

岩手県(12)、山形県(12)、

宮城県(12)、福島県(12) 

仙台市消防局 講堂 

仙台市青葉区堤通雨宮町 2 番 15 号 

④新潟市 
2 月 12 日（火） 

14 時～16 時 30 分
新潟県(19) 

万代市民会館 ６階多目的ホール 

新潟市中央区東万代町 9-1 

関東 

⑤東京都 
2 月 25 日（月） 

14 時～16 時 30 分

茨城県(25)、千葉県(31)、

東京都(5)、神奈川県(26)、

山梨県(10) 、静岡県(26)

三田共用会議所 講堂 

東京都港区三田 2-1-8 

⑥さいたま市 
2 月 8 日（金） 

14 時～16 時 30 分

群馬県(11)、栃木県(13)、

埼玉県(35)、長野県(14) 

ときわ会館 ５階大ホール 

さいたま市浦和区常盤 6-4-21 

東海 ⑦名古屋市 
2 月 13 日（水） 

14 時～16 時 30 分

愛知県(36)、岐阜県(22)、

三重県(15) 

ウイル愛知 ３階大会議室 

名古屋市東区上竪杉町 1番地 

東近畿 ⑧京都市 
2 月 20 日（水） 

13 時～15 時 30 分

富山県(12)、石川県(11)、

福井県(9) 、滋賀県(8)、

京都府(15)、奈良県(13) 

メルパルク京都 ６階会議場Ｃ 

京都市下京区東洞院通七条下ル東塩

小路町 676 番 13 

近畿 ⑨大阪市 
2 月 19 日（火） 

14 時～16 時 30 分

大阪府(33)、兵庫県(28)、

和歌山県(17) 

大阪市消防局 講堂 

大阪市西区九条南 1丁目 12 番 54 号

中国 ⑩広島市 
2 月 21 日（木） 

14 時～16 時 30 分

岡山県(14)、鳥取県(3)、

広島県(13)、島根県(9)、

山口県(12)  

広島市消防局 講堂 

広島市中区大手町 5丁目 20 番 12 号

四国 ⑪高松市 
2 月 22 日（金） 

14 時～16 時 30 分

香川県(9)、徳島県(12)、

愛媛県(14)、高知県(15) 

ｱﾙﾌｧあなぶきﾎｰﾙ 多目的大会議室 

高松市玉藻町 9-10 

九州 

⑫福岡市 
2 月 18 日（月） 

14 時～16 時 30 分

福岡県(25)、佐賀県(7)、

長崎県(10)、熊本県(13)、

大分県(14) 、宮崎県(9)、

鹿児島県(19) 

福岡国際会議場 501 国際会議室 

福岡市博多区石城町 2-1 

⑬那覇市 
2 月 14 日（木） 

14 時～16 時 30 分
沖縄県(18) 

那覇市消防本部 講堂 

那覇市銘苅 2 丁目 3番 8号 

 
 

別添１ 
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連絡先E-mail№

出席者等調査票
都道
府県

本部名等
※開催
希望地

参加者① 参加者②
連絡先電話番号

別添２

※　開催希望地については、特に変更を希望する場合のみ記入してください。 1/1


